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シンガポール 

エグゼクティブサマリー 

シンガポール人材開発省（ The Singapore Ministry of 
Manpower, 以下“MOM”）は、雇用機会の公平性確保を目的

とするフェア・コンシダレーション・フレームワーク（Fair 
Consideration Framework、以下“FCF”）において、求人広告

掲載義務の免除を目的とした、企業内転勤者（ Intra-
corporate transferee、以下“ICT”）に関する規定を改定しま

した。 

また、MOM は ICT の適用要件（条件）を以下の通り改定しまし

た。 
 
内容 

Fair Consideration Framework 
FCF は、シンガポールの全雇用主に対し、求職者の公平な雇

用機会の検討を義務付け、シンガポール人の中核就労者

（Singaporean core）の強化、および育成を目的として、MOM
によって創設されました。 

FCF において、雇用主は公平な雇用機会を設け、指定のポー

タルサイト（MyCareersFuture.sg）に 28 日間求人広告を掲載

することにより、労働市場における透明性を向上させることが

求められます。雇用主は、就業許可証（Employment Pass、
以下“EP”）または中技能熟練労働者向け就業許可証（S 
Pass）の申請前に、全ての候補者からの採用を公正に検討し

なければなりません。 

ただし、ICT の活用よる雇用枠については、FCF に基づく上記

の求人広告義務が免除される場合があります。 
 
 
 
 
 

企業内転勤者（Intra-corporate transferees） 
求人広告掲載義務の免除について 

ICT の定義 

ICT は、世界貿易機関（World Trade Organisation, 以下

“WTO”）のサービス貿易一般協定（General Agreement on 
Trade and Services、以下 “GATS”）、またはシンガポールが加

盟する自由貿易協定（Free Trade Agreement、以下”FTA”）に
具体的に規定された定義を満たさなければなりません。 

一般的に、WTO の GATS または、その他関連する FTA におけ

る ICT の定義は、関連する国外企業で 1 年以上就労し、次のい

ずれかに分類される人材と理解されます。 
  
1. エグゼクティブ 

▶ 主に組織のマネジメントを指揮する者 
▶ 意思決定において幅広い裁量を有する者 
▶ 上級管理職、取締役会、または株主から全体的な監督また

は指示のみを受ける者 

2． マネージャー 

▶ 主に、組織または組織の部門、もしくは下位部門を指揮す

る者 
▶ 他の監督官、専門家、または管理職の従業員の業務監督

および管理する者 
▶ 雇用及び解雇、またはその他人事権（昇進や休暇の承認な

ど）を行使する権限を有する者 
▶ 日常業務に対する裁量を有する者 

3. スペシャリスト 

▶ 高度な専門知識を有する者 
▶ 組織のサービス、研究、機器、技術、または管理に関する

独自の知識を有する者 
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MOM は、ICT の適用要件（条件）を以下のとおり定めています。 

▶ 扶養家族の滞在許可証 
扶養家族は、FTA において定められる要件を充足する場合を除き、扶養家族

滞在許可証（Dependant’s Passes）または長期滞在許可証（Long-Term 
Visit Passes）を取得できません。 
 

▶ ICT パスの有効期間の上限  
 ICT は、WTO または適用される FTA に規定される厳格な有効期間内におい

て、一時的に入国が許可されます。WTO の場合、ビザの付与と更新が可能な

最長期間は 5 年間です。適用される FTA がある場合、最長有効期間は当該

FTA に従います。 
 
▶ 将来におけるシンガポールでの就労許可証の取得または永住権の取得 

ICT により EP を取得した者は、当該 EP の満了、または失効後において、シン

ガポールでの将来の雇用、もしくはシンガポール永住権の対象となりません。

つまり、ICT により EP を取得した場合は、今回の改定においては、将来シンガ

ポールでの EP やその他の就労許可証が申請できないこととなりました。 
 
上記の要件に加え、ICT により EP を取得する場合には、MOM への申請前に、通

常の EP の取得要件も満たす必要があります。 
 
雇用主への影響 

▶ 外国人従業員が ICT の要件を満たさない場合、または ICT の要件に同意でき

ない場合、ICT を使わずに通常の採用プロセスを経て EP を取得することとな

ります。つまり、EP 申請前に、28 日間の求人広告掲載が必要となります。 

▶ 雇用主は、記録目的として、採用および採用プロセスに関する適切な書類を保

管する必要があります。 

▶ 雇用主は、FCF に従った、公正な雇用の実践かつ全ての応募者に対する公正

な検討が求められます。 
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